
   

令和 8 年度 高度化事業に係る中小企業アドバイザーの公募について 

募集要項 

 

業務概要 

高度化事業は、中小企業者が組合などを設立して工場団地・卸団地、ショッピングセ

ンターなどを建設する事業や第 3セクターや商工会などが地域の中小企業者を支援

する事業に対し、資金及びアドバイスの両面から中小機構と都道府県が一体となっ

て支援する制度です。 

 

本公募は、中小機構が実施する高度化事業において助言業務（付帯する業務を含

む）を行う専門家を募集するものです。応募の際は、以下 URL をご一読ください。 

 

●高度化事業 https://kodoka.smrj.go.jp 

契約形態 

業務委託契約 

（中小企業アドバイザー（高度化事業・まちづくり）及び機構サポーター（高度化診断

助言）として登録を行い、必要に応じて業務を依頼します。なお、勤務日数が保証さ

れた雇用契約ではありませんのでご注意ください。）  

業務内容 

《中小企業アドバイザー（高度化事業・まちづくり）》  

① 高度化事業の活用を予定している組合や中小企業者等に対する事業実施計画

書の策定支援や、事業実施のうえで生じる課題解決のための助言業務  

② 上記①に関連する業務 

 

《機構サポーター（高度化診断助言）》  

① 高度化事業の助言業務等を行ううえで必要となる事前の調査・分析業務 

② 上記①に関連する業務 

期待する役割 

〇自らがもつ専門的知識・知見を活かし、高度化事業の活用に取り組む協同組合や

中小企業者等の経営課題解決のための助言や、これに関連する業務にあたる 

 

≪期待する専門分野≫ 

・団地造成や設備投資（工場、店舗等）の事業計画策定、投資妥当性の助言  

・組合組織・運営、組合財務、共同施設整備、共同事業（購買、加工等）の実施等  

・生産管理、原価管理、品質管理、マーケティング、商品管理、販促支援（POP、イベ 

ント）、SNS 活用、EC 等 

・工場、事務所、店舗整備に係る建築分野に係る助言 

・工業団地等の団地造成等に係る開発許可、建築計画等に係る助言  

・経営改善計画の策定、実行支援 

契約期間 令和８年 4 月１日（予定）～令和 9 年 3 月 31 日 

https://kodoka.smrj.go.jp/


   

資格・要件 

下記（1）及び（2）の要件を満たすこと。 

 

（1）組合や中小企業者等に対する支援意欲・協力姿勢があり、業務上必要とする能力

を有すると認められる者であって、下記①・②・③いずれかに該当する者 

① 中小企業診断士等の公的資格を有し、高度化事業に関する実務経験を概ね3年

以上を有する者 

② 一級建築士や技術士（建築部門・都市及び地方計画）等の公的資格を有し、公共

施設・商業施設・工場倉庫、産業団地等の計画・設計・監理に関する実務経験を

概ね 3 年以上有する者 

③ 中小企業の経営に係る法務、財務若しくはマーケティングや生産管理等の専門

的知識を有し、個社診断、組合運営等の企業経営に係る相談・助言等を行うこと

が出来る者 

 

（2）下記①・②いずれも該当する者 

① 健康状態が良好であること  

② 令和 8 年 4 月 1 日時点で、70 歳未満の者 

報酬等 

《中小企業アドバイザー（高度化事業・まちづくり）》  
・業務報酬：50,000 円/事案 
 
《機構サポーター（高度化診断助言）》  
・業務報酬：30,000 円/事案 
 
※案件の軽重（業務量、難易度等）により、報酬の単価に 0.5 を単位とした係数を乗
じた金額を報酬として業務依頼する場合があります。 

※機構が依頼する出張業務については、規程により別途旅費を支給いたします。 

応募方法 

令和８年２月 1６日（月）17:00 までに、以下の申込フォームからご応募ください。 

https://service.smrj.go.jp/pms/professional/recruitments/0a782

758-7d76-4aeb-86c5-c6aa93273741 

選考方法 書類選考 

担当部署 
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

高度化事業部 経営診断統括室（03-5470-1533） 

備考 

・選考基準及び選考結果についてのお問い合わせには、一切お答えできません。 

・機構の都合により、契約期間内でも報酬額や契約期間等が変更になる場合があり

ますので、ご了承ください。 

・応募フォームに入力された個人情報は、専門家の選考と業務委託契約後の業務管

理以外の目的には使用いたしません 

・応募フォームの入力に不備がある場合、公正な審査や選考ができません。ご応募前

には応募フォームを今一度ご確認いただくようお願いします。 

・令和 7 年度に中小企業アドバイザー（高度化事業・まちづくり）にご登録済みの方

は、令和 8 年度の登録にあたり、今回の募集への応募は不要です。 

 

https://service.smrj.go.jp/pms/professional/recruitments/0a782758-7d76-4aeb-86c5-c6aa93273741
https://service.smrj.go.jp/pms/professional/recruitments/0a782758-7d76-4aeb-86c5-c6aa93273741

